
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  子会社に対する債権放棄 

Ｑ：子会社に対する貸付金を放棄しようと

思います。どのような取扱いになりますか？ 

 

Ａ：一定の場合には、次のように寄付金に

該当しない(損金算入できる)こととなります。 

【解説】 

親会社が子会社に対する再建を放棄すると、

基本的に寄付金課税などの課税関係が生じる

こととなっていますが、次の場合には、寄付

金に該当しないこととなっています。 

 ①子会社等を整理する場合 

  法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡

等に伴い、その子会社等のために損失負担

又は債権放棄等(損失負担等)をした場合に

おいて、その損失負担等をしなければ、今

後より大きな損失を蒙ることになることが

社会通念上明らかであると認められるため、

やむを得ずその損失負担等を行ったことに

ついて相当な理由があると認められるとき

は、その経済的利益の額は、寄附金の額に

該当しないものとする。 

 ②子会社等を再建する場合 

  法人がその子会社等に対して金銭の無償若

しくは通常の利率よりも低い利率での貸付

け又は債権放棄等(無利息貸付等)をした場

合において、その無利息貸付等が例えば業

績不振の子会社等の倒産を防止するために

やむを得ず行われるもので合理的な再建計

画に基づくものである等その無利息貸付け

等をしたことについて相当な理由があると

認められるときは、その経済的利益の額は、

寄附金の額に該当しないものとする。 
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